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株式会社読売新聞社が発刊する新聞の記事のクリッピングに係る著作権の利用許諾（以
下「利用許諾」という｡）に関し，最高裁判所（以下「発注者｣という｡）と株式会社読売
新聞社（以下「受注者」というb)とは，次の条項及び別紙I新聞記事複製利用条件等（以
下「利用条件等」という｡）により，契約を締結し，信義に従い誠実にこれを行うものとす
る。

（著作権）

第1条発注者及び受注者は，受注者が発行する新聞に関して，受注者並びに受注者への
寄稿者などに著作権を含めた権利が帰属することを確認する。発注者は， この契約書に
基づき第3条及び第4条に定める利用権のみを取得し，その他のいかなる権利も取得し
ない。

（契約期間利用許諾料等）
第2条

l 契約期間 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
2 利用許諾料 金933， 120円

（うち消費税及び地方消費税額金69, 120円）
3対象新聞読売新聞 ノ

4利用庁別紙2のとおり

（記事の利用）

第3条受注者は,発注者に対し，この契約書に定める条件に従って，この契約の期間中，
受注者が発行する新聞に掲載された記事(以下｢本件新聞記事」という｡）を利用条件等
に定められた用途・利用環境の下で，紙媒体に複製し，発注者の内部に配布するため譲
渡不能非独占利用権を許諾し,発注者は，受注者に対し,利用の対価を支払う。
（利用条件）

第4条発注者は，本件新聞記事を利用条件等に定める使用記事本数,配布部数，配布場
所及び利用環境の範囲で紙媒体に複製する方法のみによって利用することができる。
2 この契約に基づいて作成された複製物の閲覧は，発注者の組織内に限るのもとする。
3発注者は，複製物に本件新聞記事の［発行年月日」を明示して利用しなければならな
い。

4発注者は， 「読売新聞」等の題字，欄外などのロゴは利用できないも

5発注者は，複製物に「コピー，転載禁止」の旨を明記する。 ：
6発注者は，本件新聞記事の見出し； 内容などの原文を変更，編集しない。
7発注者は，本件新聞記事の利用にあたって，受注者及び受注者の紙面，記事を誹誇，
中傷するような使い方，受注者の信用を損なうような利用をしない。

8発注者は，本件新聞記事について電子媒体での利用，蓄積をしてはならない。この電
子媒体での利用には，本件新聞記事をインターネットや電子メールを通じて公衆送信す
ることや，ネットワーク上で閲覧可能な状態におくことを含むが，それに限らない。
b発注者は，本件新聞記事の中で，受注者以外の者（国内外での通信社を含むが，それ
に限らない｡）が著作権を有する記事，写真，挿絵，図案，数表グラフ等は，利用しな
い。著作権の帰属に疑義がある場合は，発注者は，事前に受注者のメディア局データベ
ース部に確認するものとする。

,0発注者は,長期にわたる連載記事(長期とはおおむね8回以上の連載した記事を意

一一－



1

： 味する）は利用しない。

i l 1 発注者は，本件新聞記事について，別に定める事務所を除き，海外での複製利用や
i 海外への配布物の送付はしない。
； （利用記事報告）

； 第5条発注者は，本件新聞記事の利用について，受注者から要求があった場合，記事複
i 製配布物の一部及び利用記事数などの報告を,書面で遅滞なく受注者のメディア局デー

i総壽鎮鰯
第6条発注者は，受注者に対し， この契約に定める本件新聞記事利用の対価として，利
用許諾料を受注者に支払う。なお,受注者は,支払われた利用許諾料をいかなる理由が

！ あっても返還する義務を負わない。

’ 2発注者は,利用許諾料は利用条件等の利用環境に従い定められたものであることを理
i 解し,変更が生じた場合には,遅滞なく受注者に通知し,利用許諾料の改定協議をしな
I けれぽならない。

’ 3受注者は，契約期間満了後，遅滞なく適法な代金の支払請求書を発注者に提出するも

｜ ‘の堯熟｡前項の支払請求書を受理した日から起算して3,日以内に受注者の指定
‘ する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
｜ （社内に対する告知）
I 第7条発注者は, この契約に定める利用条件を組織内に周知徹底するものとする。
I (再利用の禁止）

’ 第8条発注者は,複製した本件新聞記事について,複製,転載,その他電子媒体を含む
いかなる形態，媒体でも再利用してはならない。また， ､第三者が再利用することについ
ても許諾を与えてはならない。

（責任） ・

I 第呈垂じ鱸鰡睾鱸三豊醗蕊鰯蕊鰄藷第三者との㈲
; (発注者の契約解除権）

;第黙る蓼瀦霊懸鰐鯉駕舎薑亨む｡)が次の各号のいずれか［
i (1). この契約の条項に違反した場合

； (2)詐欺その他の不正行為をし，又はしようとした場合
． （3） その他この契約の目的を達することができないと認められる場合
！ ． ．

『 2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，受注者の負担とする。
i 3発注者は，第1項の規定により契約を解除した場合において,新聞記事を利用した期

、 間があるときは， これに相当する代金を受注者に支払うものとする｡
’ （受注者の契約解除権）

第1 1条受注者は，発注者がこの契約の条項に違反し，又はこれと著しく異なる方法で
記事を利用した場合には， この契約を解除することができる｡
ゞ2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，発注者の負担とする。 ・
3受注者が第1項の規定により契約を解除した場合において,新聞記事を利用した期間
があるときは，発注者は， これに相当する代金を受注者に支払わなけれぽならない。
（権利譲渡の禁止）

第12条発注書及び受注者は，双方の文書による事前の承諾なしにこの契約から生ずる
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権利義務の一切について，第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。
（秘密の保持）

第13条発注者及び受注者並びにその職員代理人及び使用人は,業務の履行に際し知
り得た相手方の秘密事項を他に漏らし＃又は他の目的に使用してはならない。
（危険負担等）

第14条発注者がこの契約に違反し，受注者に損害を与えた場合は，発注者はその損害
を賠償する貴を負う。

2天災その他の不可抗力により，業務の履行が不能となった場合には,発注者又は受注
者は，相手方の同意を得て， この契約を無償で解除することができるものとし,既に要
した費用については，発注者及び受注者の各自の負担とする。 《
（紛争の解決）

第15条この契約書の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき，
協議が調わない場合その他この契約に関し発注者受注者間で紛争が生じた場合には，発
注者及び受注者が協識により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る･こ
の場合における紛争の処理に要する費用は，発注者及び受注者が協議して特別の定めを
したものを除き各自これを負担する。

（契約の疑義）

第16条この契約に定めのない事項その他疑義のある場合は,発注者及び受注者が協議
して定めるものとする。 ．
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この契約の証として，本書2通を作成し，発注者及び受注者が記名押印の上，各自これ
を保有する。

’ 平成26年4月1日
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(発注者） 東京都千代田区隼町4番2号

最高裁判所 ‘葱韓．､義：芦:､：
． 『 ･･ 一申 o ● .

支出負担行為担当官 勝気. ･判

最高裁判所事務総局経理局長 垣内綴::塾; 量
i蕊難き‘涌
・－－一夕 ■｡.･ら.一

東京都千代田区大手町一丁目7番1号
株式会社読売新聞東京本社

代表取締役社長 白石興二郎
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対象期間
●

利用許諾料

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

月間77， 76．0円（消費税及び地方消費税を含む｡）

年間933， 120円（消費税及び地方消費税を含む｡）

２
３

以下の金融機関の口座に次のとおり，振り込むものとする。

当該年度終了後,請求書受領後30日以内に支払うものとする。当該年度終了後，請求書受領後30日以内に§
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配布部数計(上限） 2273部 月間使用率数
三
口 (上 浪） 330本／月

内訳利用方法別 利用の概要 配布部数

･ ･

1．庁内での利用
裁判等に関する記事の把握などの目的で，

月に数回コピーを行うことがある。
2273部 330本／月

使用対象事業所 事業所住所
1 句

1．全国の裁判所

960庁
り

東京都千代田区隼町4－2
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複写禾睨を行う調塀f－覧表5

l最高裁判所伺湛細修所,栽剛T職員総合研翻f及び最高裁半胴f図書館を含む｡）
1

鯨高舗判所管内

(1)東京高等裁判所御的財産高舗胴fを含むb)

(2)東京地方家織ド価(支部簡裁及び鋪出翻fを含むb)

(3)横浜地方家戯f噺(支部簡哉及び識出翻fを含む.）
(4)さいたま紬家鰯阿f伎部震職及〔獺出目師を含むb)
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技部.簡裁及〔臓出3閉了を含むb)

，水戸地方家I霞辞噺鰯1簡裁及〔鐸彌fを含む｡）

(7)W宮尚妨家鐵¥胴f(支部鰄及〔嫁裁出翻『を含む｡）

》
詫
弼
獅
出
出
蹴
臓
繊
聯
剛
剛
一
一

甲府地方家庭裁判所(支部簡裁及び家裁出張所を含むb)

礎砥簡裁及び識出3閉了を含む｡）

伎部簡裁及び蒙裁出獅を含むb)

阪高等裁判所管内

(1)大阪高等裁判所

m,簡裁及〔鮒出張所を含むb)

京笥聯家麟胴f伎部,簡調更〔稼裁出弓嗣fを含むb)
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屋高等裁判所管内 ・

名古屋高等裁判所伎部を含むb)

名 伎部簡裁及び家裁出彌fを含むb)
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③ 津地方家庭裁判所(爺K簡裁及び家裁出張所を含む.）

④ 伎部簡裁及び家裁出張所を含む｡）

伎部簡裁及び家裁出張所を含む｡）

伎部,簡裁及び識出張所を含む｡）
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(5) 福井針妨家蔵胴f伎部簡裁及び蒙裁出張所を含む｡）

(6)

⑦ 富u蝿家剛同f伎部播厳及び識出張所を含むb)

5広島高等裁判所管内

(1)広島高等裁判所礎Kを含むb)
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福岡課§鐡荊所 伎部を含むb)

伎部繕識及ひ塚裁出彌fを含むb)
伎部膳鐡及Z職出彌fを含むb)

伎部簡裁及び罫鐡出彌fを含むb)

伎部震職及び家舩脹所を含むb)

伎部倭鐡及〔臓出3銅fを含むb)鳶…家鰯舸テ

鹿児副妨家織胴f伎部簡裁及ひ蒙裁出張所を含む｡）

宮職妨琴鰯卿f伎部鱗及び職出張所を含む.）
召隠吋妨家蹴阿f"l簡裁及ひ錬裁出弼fを含む｡）
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⑥秋田吋妨家聯断(支部b簡裁及び象裁出弓閉fを含むb)

(7)青識妨家瞳騨断伎部簡裁及び家裁出張所を含むb)
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